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研究要旨  

当院では 2018年以後、新生児黄疸の治療基準として神戸大学新基準（盛岡の基準）を用いて

いる。変更前の 2016 年とＬｏｗＰＴを 1 方向として暫定的に用いている 2017 年と完全変更

後の 2020 年で治療適応がどのように変化したのかをカルテを用いて後方視的に検討を行っ

た。治療対象者は、総ビリルビン（TB）による適応が増加し、アンバウンドビリルビン（UB）

が顕著に減少していた。治療基準の変更により、アンバウンドビリルビン（以下 UB）の基準

が緩和されたのであるが、この新基準の導入により。もっと早期の新生児の光療法適応者がど

う変化していくかを長期的に見ていき、後遺症の発生をモニタリングしていく必要がある 
 

 

Ａ．研究目的 
 近年、日本の新生児医療は世界一と言われて

いる。しかし、その長期的な予後に関してはま

だまだ不明な点が多い。以前は脳性麻痺の三大

原因として、新生児仮死と未熟性、新生児黄疸

が大きなウエイトを占めていた。以後、新生児

黄疸に関しては様々な診断・治療の進歩によ

り、特に成熟児の新生児黄疸による脳性麻痺は

激減したとされ、治療の対象は未熟性にシフト

してきた感がある。しかし、最近超早産児のビ

リルビン脳症が世界的に問題になってきてい

る。 

新生児黄疸の急性期管理に関しては、村田の

基準１）、以前の神戸大学の基準（以下旧基準）
２）があったが、まだその治療適応も完全には

確立されていない。病院により独自に基準を作

成している施設もある。しかし、最近は成熟児

ではなく、早産児、特に超早産児の慢性ビリル

ビン脳症の報告３）が増えてきている現状があ

り、根拠のある新生児黄疸の治療基準の確立が

望まれているところである。今回、新しく神戸

大学の新基準（以下新基準）４）が公表され

た。旧基準ではアンバウンドビリルビン(以下

UB)の基準が一定であること、在胎週数や修正

週数ではなく、出生体重をもとにした基準であ

ること、生後 1週間を超えての基準がないこ

と、光治療器の進歩に基準が追い付いていない

など超早産児では必ずしも適切な基準ではない

と考えられていることより、新生児、特に早産

児（超早産児）の新しい基準の策定が望まれる

ようになった。今回、黄疸治療適応基準を新基

準は基準に出生体重ではなく、修正在胎週数を

持ってきたこと、時間とともに基準が変わって

いくこと、出生 1週間後を超えても光療法の基

準が作成されたこと、光療法と交換輸血の間に

強化光療法の基準を作成したこと、が変更され

た。この変更により、その対象症例がどのよう

に変化してきたかを、カルテを用いて後方視的

に検討したので報告する。 
 
Ｂ．研究方法 
当院では旧基準を 2016 年まで使用しており、

2017年より新基準を採用したものの、Low,High

切り替え可能な光治療器が十分数なく、LowPTを

1 方向として暫定的に用いている期間が 3 年あ

り、2020 年より目標数の切り替え可能な光治療

器が確保できたのを機に新基準への完全移行が

可能となった。そこで 2016 年、2017 年、2020年

の各６か月間の入院の患者データを抽出して入

院時からフォロー終了までのビリルビンデータ

（TB、UB、光治療実施状況）を抽出し、後方視的

に比較検討した。 

（倫理面への配慮） 
本研究は、ヘルシンキ宣言、人を対象とする

医学系研究に関する倫理指針などの研究倫理を

遵守した。本研究では採血などの患者に侵襲を

与える行為は行なわず、個人情報については匿

名化を行い、データを入力したパソコンは鍵の

かかる机に保存した。また、第三者による個人

の特定ができないように配慮した。 
 

Ｃ．研究結果 

旧基準群は 107例、平均在胎週数 35週 2

日、平均出生体重 2249gであった。暫定新基準
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群はそれぞれ 103例、35週 3日、2112g、新基

準群はそれぞれ 102例、36 週 0日、2281g であ

った。総検査回数は旧基準群 1206回。暫定新

基準群 1149 回、新基準群 1155 回であった。光

療法実施回数は旧基準群の 1例あたり 4.17回

から暫定新基準群 1.88回、新基準群の 2.58回

に減少していた。 

UB のみ高値で光療法になる回数は旧基準群

が 24％であったのに対して、暫定新基準群

4.4％、新基準群は 2.9％と明らかに減少して

いた。逆に TBで治療開始は 8.2%から暫定新基

準群 10.6％、新基準群 13.2％と増加してい

た。 

今回の検討で、明らかなビリルビン脳症を呈

する児は現在のところいなかった。長期的に発

達的なフォローを行っていく必要がある。 

 

Ｄ．考察 

早産児、特に在胎２８週未満の超早産児の慢

性ビリルビン脳症（核黄疸）が治療の大きなタ

ーゲットとなった昨今、そこにもターゲットを

当てた神戸大学の新基準が 2017 年に発表され

た４）。新基準となり在胎週数（出生後は修正在

胎週数）が基準になったこと、光療法と交換輸

血の間に high PT(強化光療法)が治療として入

ってきたこと、UBの基準が緩和されたこと、

生後１週間を超えても治療の基準が作成された

ことにより、治療の適応は大幅に変化した。UB

の基準で光療法の適応になる症例は明らかに減

少していた。TBの基準はわずかに厳しくなっ

ており、結果として割合的には TBの基準で光

療法を実施する割合が少し増えていた。しか

し、今回の治療基準の改定の一つの目的は早産

児の慢性ビリルビン脳症を減らすことである。

今回の検討では当院の入院患者に超早産児が少

なく、今回の検討からは新基準の妥当性を評価

することはできなかった。 

新基準の妥当性を評価するには前方視的検討

が本来は必要であるが、治療方法がほぼ確立し

ている新生児黄疸において、この前方視的検討

は倫理的にも困難であり、早産児ビリルビン脳

症の 1例 1例の報告を蓄積していくという方法

をとり、早産児のビリルビン脳症という困難な

問題に直面する他はないのかもしれない。ま

た、新基準で治療することが本当に正しいかど

うかは長期的な児の発達や後遺症を見なければ

わからず、その基準で神経学的な後障害が出な

いかどうか、長期的に検討していく必要があ

る。 

UBを測定する機器としてアンバウンドアナ

ライザーは世界でも日本でだけ以前より使用さ

れているが、測定方法が直接に UBを測定して

いるのではないため、閉塞性黄疸やブロンズベ

ビー症候群などの児に対して正確な値が測定で

きないという問題がある。これが理由でアンバ

ウンドアナライザーが普及しにくかった一つの

問題であろう。直接に、UBを迅速に正確に測

定できる機器の開発が望まれる。新しい機器で

UBを正確に測定できるようになると、日本で

の普及が広がり、より広く使用されるようにな

ると精密な新基準に関するデータが広く集ま

り、より詳細な検討が可能になるかもしれな

い。 
 

Ｅ．結論 

神戸大学の新基準の導入により、光療法の適

応患者は変化した。それは UBの基準で光療法

を施行する症例数が激減したことによる。光療

法の対象となった児の長期的な神経学的なフォ

ローアップを行うとともに、UBを正確に測定

する機器の早急な開発が望まれる。 
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